
  
 

西播磨地域では、特に高齢者の消費者被害が多く、その被害も多様化・

深刻化しています。そこで、消費生活トラブルについて学習したい地域団

体やグループ、職場や自治会の集まり等に無料で講師を派遣します。トラ

ブルを防止できるノウハウを身につけ、『消費者力』をアップしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高齢者を狙う悪質商法の手口や対応策」、「知っておくとお得な金融の基礎知識」など

を楽しく学んでみませんか。各種研修会や会合などにご利用下さい。 
 

【内  容】契約トラブルなど消費者トラブルの予防と対処法、 

振り込め詐欺などの悪質商法の手口と対処法 

金融に関する基礎知識など 

【時 間 等】平日 9時～17時までの ３０分～１時間半程度 

      （できる限りご希望にあわせます。） 

【講  師】専門講師 

 ※講座の規模、内容等を勘案し、ご相談の上、講師を決定します。 

【費  用】無料です。（※講座によっては一部費用がかかる場合があります。詳しく

はお問い合わせください）会場のみ開催希望団体でご用意ください。  

【申し込み】まずはセンターにお問い合わせ下さい。 

      日程・場所などが決まれば、６０日前までに裏面の「講師派遣依頼書」を

ご提出ください。 

※予算の範囲内での実施となります。お早めにお申し込みください。 

 

消費生活出前講座 

無無料料講講師師派派遣遣  

 〒67８-１２０５ 赤穂郡上郡町光都２－２５ 

西播磨県民局県民躍動室県民課（消費者センター） 

TEL  ０７９１－５８－２１８０ FAX  ０７９１－５８－０５２３ 



  年  月  日 

 

県民課（消費者センター） 様 

 

団体名 
 

代表者名              

 

 

消費生活出前講座の講師の派遣について（依頼） 

 

 

 このたび、以下のとおり講座・研修会を開催しますので、講師派遣をお願いします。 

 

日  時 開  催  場  所 

   

月  日（ ） 

 

     時  分 

～  時  分 

（     分間） 

施設名 
 

 

所在地 

 

講座の名称 
 

対象者及び 

予定人数 

  

     人 

希望の演題・テーマ 
 

講師決定 

※消費者センターで記載 
 

担 

当 

者 

住  所 
 

 

氏  名 

連 絡 先 

 

 
電話  

ＦＡＸ  

その他（備考） 

 


